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令和 2 年「障害者の雇用状況」集計結果を公表します 

～県内の民間企業の実雇用率、障害者雇用数が過去最高～ 

障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対し、常時雇用

する従業員の一定割合（法定雇用率、民間企業の場合は2.2％）以上の

障害者を雇うことを義務付けています。  

長崎労働局（局長  瀧ヶ平  仁）においては、同法に基づき、雇用義

務の対象となる県内の企業・公的機関から毎年６月１日現在の障害者

（身体障害者、知的障害者、精神障害者）の雇用状況について報告を

求めていますが、このたび、令和2年６月１日現在の状況を取りまとめ

ましたので、公表します。  

【民間企業における雇用状況等】〈法定雇用率 2.2％〉(対象企業 1,017 社) 

1. 長崎県内の民間企業の障害者実雇用率は 2.61％で、前年に比べ 0.07 ポイント上昇

し、集計開始（昭和 52年）以来過去最高。全国の民間企業の障害者実雇用率は 2.15％

で、当県は全都道府県中 4 位〈同率県：山口県〉（昨年 6 位）。 

2. 雇用義務がある県内企業で雇用されている障害者の数は 3,454.0 人で、前年より

111.5 人（3.3％）増加。 

3. 法定雇用率の達成企業割合は 62.7％で、前年に比べ 1.4 ポイント増加。全国の法定

雇用率の達成企業割合は 48.6％で、当県は全都道府県中 6 位〈同率県：徳島県、高知

県〉（昨年 7 位）。 

4. しかしながら、雇用義務のある県内企業1,017社のうち379社で法定雇用率未達成。 

このため、長崎労働局及び各ハローワークは、企業への啓発・助言・指導を今後とも

推進。

長崎労働局職業安定部職業対策課

課        長  熊田 重人 

地方障害者雇用担当官  外輪 修三 

 電話０９５－８０１－００４２ 

長 崎 労 働 局 発 表 

令和 3年 1月 15日（金） 

14：00解禁 
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【地方公共団体等における雇用状況等】 

１  「県等の機関」（注１）

４機関すべて法定雇用率を達成した。全体の実雇用率は、2.76％

（全国2.73％）で前年に比べ0.12ポイント上昇。  

（注１）県の機関（長崎県知事部局、交通局、県警察本部）に、特別地方公共団体たる長崎県

病院企業団を加えたもの。法定雇用率はそれぞれ 2.5%。

２  「市・町の機関」（注２）

4市2町を除いて法定雇用率を達成した。全体の実雇用率は、

2.33％（全国2.41％）で前年に比べ0.05ポイント低下。  

（注２）市町、上・下水道局、教育委員会（長崎市教育委員会を除く）。法定雇用率

はそれぞれ2.5%。

３  「県等の教育委員会」（注３）

2機関のうち2機関とも法定雇用率未達成。全体の実雇用率は、

2.08％（全国2.05％）で前年に比べ0.19ポイント上昇。  

（注３）長崎県教育委員会、長崎市教育委員会。法定雇用率はそれぞれ 2.4%。

４  「独立行政法人」（注４）

  5機関のうち、3機関（前年4機関）が法定雇用率を達成。

在籍している障害者の数は119.5人（前年121.5人）で、2.0人減少。

全体の実雇用率は、2.50％（全国2.64％）で前年に比べ0.08ポイント

低下。  

（注４）国立大学法人長崎大学に、地方独立行政法人（４機関）を加えたもの。法定雇用率

はそれぞれ2.5%。

５  県内の法定雇用率未達成の地方公共団体及び独立行政法人等は、前年と

同じく10機関。
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１ 民間企業における雇用状況 

民間企業（ 45.5人以上規模の企業・法定雇用率 2.2％）において雇用され

ている障害者の数は 3,454.0人で、前年より 3.3％（ 111.5人）増加した。  

このうち身体障害者は 2,083.5人（対前年比 1.7%増）、知的障害者は 1001.0

人（同 1.3%増）、精神障害者は 369.5人（同 21.1%増）と精神障害者が昨年に

続き大幅に増加した。  

実雇用率は 2.61％（前年は 2.54％）、法定雇用率達成企業の割合は 62.7％

（前年は 61.3％）であった。  

なお、対象企業数は 1,017社（前年は 1,012社）で、前年より 5社増加した。

企業規模別の実雇用率は、500～ 1,000人未満規模企業が最も高く、3.21％

となった。  

・企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、45.5～ 50人未満規模

企業では 83.0人、 50～ 100人未満規模企業で 769.5人、 100～ 300人未満で

1,435.5人、300～ 500人未満で 424.0人、500～ 1,000人未満で 478.5人、1,000

人以上で 263.5人。

・実雇用率は、 45.5～ 50人未満で 2.13％、 50～ 100人未満で 2.42％、 100～

300人未満で 2.64％、300～ 500人未満で 2.62％、500～ 1,000人未満で 3.21％、

1,000人以上で 2.42％となった。

なお、民間企業全体の実雇用率 2.61％と比較すると 100～ 300人未満、 300

～ 500人未満及び 500～ 1,000人未満企業が上回った。  

・法定雇用率達成企業の割合を前年度と比較すると、 50人以上 100人未満、

100人以上 300人未満、 300人以上 500人未満において前年度を上回った。

産業別の実雇用率は、医療，福祉（ 3.20％）が最も高く、生活関連サービ

ス業，娯楽業（ 2.86％）、運輸業，郵便業（ 2.70％）、製造業（ 2.62%）が

民間企業全体の実雇用率（ 2.61％）を上回った。

・産業別にみると、雇用されている障害者の数は、「建設業」「製造業」「宿

泊業・飲食サービス業」「複合サービス事業」「サービス業」を除いて前年

よりも増加となった。

雇用されている障害者の数は 3,454.0人で、実雇用率は2.61％となった。 

障害者雇用状況報告の集計結果（概要） 
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・産業別の実雇用率では､ 医療，福祉（ 3.20％）が最も高く、生活関連サー

ビス業，娯楽業（ 2.86％）、運輸業，郵便業（ 2.70％）、製造業（ 2.62%）

が民間企業全体の実雇用率（ 2.61％）を上回っている。

未達成企業のうち、 64.4％が障害者を一人も雇用していない。

法定雇用率未達成企業（ 379社）のうち、不足数が 0.5人又は 1人である企

業（ 1人不足企業・299社）が法定雇用率未達成企業全体の 78.9％となってい

る。  

また、障害者を 1人も雇用していない企業（ 0人雇用企業・ 244社）は、法

定雇用率未達成企業全体の 64.4％となっている。  

２ 地方公共団体における在職状況 

（１）県等の機関（法定雇用率 2.5％）

県等の機関に在職している障害者の数は 172.0人で、前年より 8.5人増加した。

実雇用率は 2.76％で、前年（2.64％）を上回った。 

県等の機関は 4機関中 4機関が達成。 

（２）市町の機関（法定雇用率 2.5％）

市町の機関に在職している障害者の数は 353.0人で、前年より 17.0 人増加した。 

実雇用率は 2.33％で、前年（2.38％）を下回った。 

市町の機関は 28機関中 22機関が達成。 

（３）法定雇用率 2.4％が適用される教育委員会（法定雇用率 2.4％）

2.4％の法定雇用率が適用される教育委員会（県教育委員会及び厚生労働大事が指

定する一定の市町村の教育委員会）に在職している障害者の数は 207.0人で、前年 

より 23.5人増加した。実雇用率は 2.08％で、前年（1.89％）を上回った。 

法定雇用率 2.4％が適用される教育委員会は 2機関中 2機関が未達成。 

３ 特殊法人（地方独立行政法人）における雇用状況 

地方独立行政法人（法定雇用率 2.5％）に在職している障害者の数は 119.5人で、前年 

より 2.0人減少した。実雇用率は 2.50％で、前年（2.58％）を下回った。 

地方独立行政法人は 5機関中 3機関が達成。 
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１．民間企業における雇用状況(法定雇用率２．２％）

区分
① 法定雇用障害者
数の算定の基礎とな

る労働者数
③ 実雇用率

④ 法定雇用率
達成企業数

⑤ 達成割合

132,146.5人 2.61％ 638/1,017 62.7％

(131,638.5人) （2.54％） (620／1,012) (61.3％)

※ ［　］内は実人員。（　）内は、令和1年6月1日現在の数値。以下同じ。

２．地方公共団体における在職状況

(1)県等の機関（法定雇用率２．５％）

区分
① 法定雇用障害者
数の算定の基礎とな

る職員数
③ 実雇用率

④ 法定雇用率
達成機関数

⑤ 達成割合

6,225.5人 2.76% 4/4 100.0%

(6,200.0人) (2.64%) (4/4) (100.0％)

(2)市町の機関（法定雇用率２．５％）

区分
① 法定雇用障害者
数の算定の基礎とな

る職員数
③ 実雇用率

④ 法定雇用率
達成機関数

⑤ 達成割合

15,171.5人 2.33% 22/28 78.6%

(14,130.5人) (2.38％) (19/27) (70.4％)

（3）法定雇用率２．４％が適用される教育委員会（法定雇用率２．４％）

区分
① 法定雇用障害者
数の算定の基礎とな

る職員数
③ 実雇用率

④ 法定雇用率
達成機関数

⑤ 達成割合

9,957.0人 2.08% 0/2 0.0%

(9,725.5人) (1.89％) (1/2) (50.0％)

［275人］

［143人］

207.0人

［164人］

3,454.0人

［3,081人］

172.0人

(163.5人)

353.0人

総括表

(3,342.5人)

② 障害者の数

教育委員会

(183.5人)

(336.0人)

令和２年６月１日現在における障害者の雇用状況

民間企業

県等の機関

市町の機関

② 障害者の数

② 障害者の数

② 障害者の数
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3．特殊法人における雇用状況(法定雇用率２．５％）

区分
① 法定雇用障害者
数の算定の基礎とな

る労働者数
③ 実雇用率

④ 法定雇用率
達成法人数

⑤ 達成割合

4,785.5人 2.50% 3/5 60.0%

(4,706.0人) (2.58％) (4/5) (80.0%)

注　１.

２.

３.

４.

５.

(121.5人)

１及び３の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総
数から除外率相当数（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種
が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

２の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員
数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得
た数）を除いた職員数である。

２の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員
数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得
た数）を除いた職員数である。

「地方独立行政法人」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２の第９号の法人
を指す。

各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間
労働者以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとし
てダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働
者については法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
ただし、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者については、１人分とカ
ウントしている。
① 平成29年６月２日以降に採用された者であること
② 平成29年６月２日より前に採用された者で、同日以降に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であ
ること

119.5人

［90人］

② 障害者の数

地方独立
行政法人
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●実雇用率と雇用されている障害者の数の推移

注１：

注2：「障害者の数」とは、次に掲げる者の合計数である。

平成１７年度まで 平成２３年度以降

身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント） 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント） 知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）

重度身体障害者である短時間労働者 重度身体障害者である短時間労働者

重度知的障害者である短時間労働者 重度知的障害者である短時間労働者 

平成１８年度以降平成22年まで 精神障害者

身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント） 身体障害者である短時間労働者

知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント） (身体障害者である短時間労働者は0.5人でカウント)

重度身体障害者である短時間労働者 知的障害者である短時間労働者 

重度知的障害者である短時間労働者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (知的障害者である短時間労働者は0.5人でカウント) 

精神障害者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 精神障害者である短時間労働者

精神障害者である短時間労働者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (精神障害者である短時間労働者は0.5人でカウント) 

(精神障害者である短時間労働者は0.5人でカウント)

雇用義務のある企業（24年まで56人以上規模の企業、25年から平成29年までは50人以上の規模、平成30年以
降は45.5人以上規模の企業）についての集計である。

図３　民間企業における障害者の雇用状況

※ 精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者については、0.5ではなく１とカウントする。
① 通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること
② 通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以降に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること

注3：法定雇用率は平成24年までは1.8％、平成25年4月以降平成29年までは2.0％、平成30年４月以降は2.2％となっている。
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身体障害者 知的障害者 精神障害者 実雇用率

(障害者の数：人) （実雇用率：％)

3,205.0人1,892人 1,978人 1,981.5人 2,059.0人 2,132.5人 2,349.0人 2,416.5人 2,617.0人 2,725.5人 3,342.5人2,852.0人 2,962.5人 3,454.0人2,739.5人
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◎ 法定雇用率とは

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の

割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。

 雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者に限る。）である（なお、平成30年３月まで、精神障害者は雇用義務の対象では

ないが、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場合は雇用率に算定することができる）。 

  一般の民間企業 …………………… ２．２％ 

○ 民間企業 ……    （45.5人以上規模の企業） 

  特殊法人等 ………………………… ２．５％ 

 労働者数40.0人以上規模の特殊法人、 

 独立行政法人、国立大学法人等 

  〇 国、地方公共団体 ………………………………………… ２．５％ 

 （40.0人以上規模の機関） 

○ 都道府県等の教育委員会 ………………………………… ２．４％ 

 （42.0人以上規模の機関） 

※（ ）内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障害者を雇用しなければならない

こととなる企業等の規模である。 

【一般民間企業における雇用率設定基準】 

身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数 

 ＋ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 

障害者雇用率 ＝ 

常用労働者数 ＋ 失業者数 

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回ら

ない率をもって定めることとされている。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身体障害者又は

知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が20時間以上30

時間未満の労働者）については、１人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障

害者である短時間労働者については、0.5人分としてカウントされる。 

※ ただし、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者については、

1人分としてカウントされる。 

① 通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること

② 通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以降に精神障害者保健福祉

手帳を取得した者であること
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令和２年６月１日現在における障害者の雇用状況 （詳細表） 
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１

（
１

）
①

の
表

と
同

じ
そ

の
他

の
産

業
に

は
、

「農
、

林
、

漁
業

」、
「鉱

業
，

採
石

業
，

砂
利

採
取

業
」及

び
「電

気
・ガ

ス
・熱

供
給

・水
道

業
」「

分
類

不
能

の
産

業
」が

含
ま

れ
る

。

Ｂ
.重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

区
分

企
業

数
法

定
雇

用
障

害
者

数
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

労
働

者
数

Ａ
.重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者

実
雇

用
率

Ｈ
÷

②
×

10
0

Ｆ
．

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

教
育

，
学

習
支

援
業

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

サ
ー

ビ
ス

業

医
療

，
福

祉

そ
の

他
の

産
業

金
融

業
，

保
険

業情
報

通
信

業

運
輸

業
，

郵
便

業 学
術

研
究

，
専

門
・技

術
サ

ー
ビ

ス
業

Ｃ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

、
知

的
障

害
者

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
，

娯
楽

業

不
動

産
業

，
物

品
賃

貸
業

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

製
造

業

産
業

計

建
設

業

卸
売

業
，

小
売

業

法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の

割
合

Ｄ
.重

度
以

外
の

身
体

障
害

者
及

び
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の

数

③
障

害
者

の
数

Ｅ
．

精
神

障
害

者
数
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②
障

害
種

別
雇

用
状

況

①

f．
う

ち
新

規
雇

用
分

f．
う

ち
新

規
雇

用
分

f．
う

ち
新

規
雇

用
分

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

3
,4

5
4
.0

5
0
8

9
7

8
7
7

1
8
7

2
,0

8
3
.5

1
6
4
.5

1
2
3

3
4

6
1
9

2
0
4

1
,0

0
1
.0

1
0
4
.5

2
2
5

2
0
7

8
2

3
6
9
.5

9
3
.5

(3
,3

4
2
.5

)
(5

0
3
)

(9
8
)

(8
6
3
)

(1
6
4
)

(2
,0

4
9
.0

)
(2

0
3
.5

)
(1

1
8
)

(4
1
)

(6
1
0
)

(2
0
3
)

(9
8
8
.5

)
(1

0
1
.5

)
(1

9
0
)

(1
6
6
)

(6
4)

(3
0
5
.0

)
(7

2
.5

)

6
4
.0

1
5

1
2
4

0
5
5
.0

0
.0

1
0

3
0

5
.0

2
.0

4
0

0
4
.0

0
.0

(7
2
.5

)
(2

0
)

(0
)

(2
3
)

(1
)

(6
3
.5

)
(5

.0
)

(1
)

(0
)

(3
)

(0
)

(5
.0

)
(1

.0
)

(4
)

(0
)

(0
)

(4
.0

)
(0

.0
)

6
1
5
.0

1
0
2

6
1
6
2

5
3
7
4
.5

1
4
.5

3
4

3
1
2
1

9
1
9
6
.5

1
2
.5

4
0

4
4

4
4
.0

1
0
.0

(6
2
4
.0

)
(1

0
5
)

(5
)

(1
6
6
)

(8
)

(3
8
5
.0

)
(2

1
.0

)
(3

2
)

(2
)

(1
2
6
)

(1
9
)

(2
0
1
.5

)
(1

3
.0

)
(3

5
)

(3
)

(2
)

(3
7
.5

)
(9

.0
)

3
6
.5

1
0

2
9

5
3
3
.5

2
.0

0
0

0
0

0
.0

0
.0

3
0

0
3
.0

0
.0
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4
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)
(1

0
)

(0
)
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0
)
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)

(3
2
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)
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(0
)
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)

(0
)
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)

(0
.0

)
(0

.0
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)

(0
)

(0
)

(2
.0

)
(0

.0
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1
8
8
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3
2

0
9
3

3
1
5
8
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1
3
.0

3
0
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7

4
2
5
.0

1
1
.5
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0

0
5
.0

2
.0

(1
7
4
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)
(3

6
)

(1
)

(8
0
)

(1
)

(1
5
3
.5

)
(6

.5
)

(1
)

(0
)

(1
1
)

(3
)

(1
4
.5

)
(1

.5
)

(6
)

(1
)

(0
)

(6
.5

)
(2

.0
)

4
4
0
.5

6
0
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1
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2
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1
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注
 

１
（
１

）
②

の
表

と
同

じ
そ

の
他

の
産

業
に

は
、

「農
、

林
、

漁
業

」、
「鉱

業
，

採
石

業
，

砂
利

採
取

業
」及

び
「電

気
・ガ

ス
・熱

供
給

・水
道

業
」「

分
類

不
能

の
産

業
」が

含
ま

れ
る

。

e．
　

計
c＋

(d
 -

g)
*0

.5
 +

 g

卸
売

業
，

小
売

業

e．
　

計
a×

２
＋

b
＋

c
＋

d×
0
.5

運
輸

業
，

郵
便

業

建
設

業

製
造

業

情
報

通
信

業

区
分

産
業

計

a.
重

度
身

体
障

害
者

障
害

者
の

数
b．

　
重

度
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

c．
重

度
以

外
の

身
体

障
害

者

そ
の

他
の

産
業

学
術

研
究

，
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業 サ

ー
ビ

ス
業

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
，

娯
楽

業

教
育

，
学

習
支

援
業 医

療
，

福
祉

金
融

業
，

保
険

業

不
動

産
業

，
物

品
賃

貸
業

②
身

体
障

害
者

の
数

ｄ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

ｄ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

d．
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

g.
う

ち
注

１
該

当
者

③
知

的
障

害
者

の
数

e．
　

計
a×

２
＋

b＋
c

＋
d×

0.
5

c.
精

神
障

害
者

a.
重

度
知

的
障

害
者

b．
　

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

c．
重

度
以

外
の

知
的

障
害

者

④
精

神
障

害
者

の
数

14



（4
）法

定
雇
用
率
未
達
成
企
業
に
お
け
る
従
業
員
規
模
別
の
障
害
者
不
足
数
階
級
別
割
合

0.
5
人
又
は
１
人

1.
5人

又
は
2人

2.
5人

又
は
3人

3.
5人

又
は
4人

4
.5
人
以
上

1
0
人
以
下

10
.5
人
以
上

3
7
9

2
9
9

5
0

1
7

1
0

3
0

2
4
4

( 
10

0.
0
% 

)
( 

7
8
.9

%
 )

( 
13

.2
% 

)
( 

4.
5%

 )
( 

2.
6%

 )
( 

0.
8%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

64
.4

% 
)

46
4
6

0
0

0
0

0
41

( 
10

0.
0
% 

)
( 

10
0
.0

%
 )

( 
0.

0%
 )

( 
0.

0%
 )

( 
0.

0%
 )

( 
0.

0%
 )

( 
0.

0%
 )

( 
89

.1
% 

)

19
6

19
0

6
0

0
0

0
1
7
7

( 
1
00

.0
%
 )

( 
96

.9
% 

)
( 

3.
1%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

90
.3

% 
)

11
1

55
39

14
3

0
0

2
6

( 
1
00

.0
%
 )

( 
49

.6
% 

)
( 

35
.1

% 
)

( 
12

.6
% 

)
( 

2.
7%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

23
.4

% 
)

12
4

2
2

3
1

0
0

( 
1
00

.0
%
 )

( 
33

.3
% 

)
( 

16
.7

% 
)

( 
16

.7
% 

)
( 

25
.0

% 
)

( 
8.

3%
 )

( 
0.

0%
 )

( 
0.

0%
 )

10
3

2
1

2
2

0
0

( 
1
00

.0
%
 )

( 
30

.0
% 

)
( 

20
.0

% 
)

( 
10

.0
% 

)
( 

20
.0

% 
)

( 
20

.0
% 

)
( 

0.
0%

 )
( 

0.
0%

 )

4
1

1
0

2
0

0
0

( 
1
00

.0
%
 )

( 
25

.0
% 

)
( 

25
.0

% 
)

( 
0.

0%
 )

( 
50

.0
% 

)
( 

0.
0%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

0.
0%

 )

（注
）１
．
上
段
は
企
業
数
、
下
段
は
当
該
企
業
規
模
階
級
内
に
お
け
る
構
成
比
。

　
２
．
②
欄
の
「不

足
数
」と
は
、
法
定
雇
用
率
を
達
成
す
る
た
め
に
、
6月

1日
現
在
の
雇
用
障
害
者
数
に
加
え
て
雇
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
障
害
者
の
数
で
あ
る
。

３
０
０
～
５
０
０
人
未
満

５
０
０
～
１
,０
０
０
人
未
満

１
,０
０
０
人
以
上

区
分

①
法
定
雇
用
率

未
達
成
企
業
数

②
不
　
　
足
　
　
数

③
障
害
者
の
数
が

０
人
の
企
業
数

規
模
計

４
５
．
５
～
５
０
人
未
満

５
０
～
１
０
０
人
未
満

１
０
０
～
３
０
０
人
未
満
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２
．

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

雇
用

状
況

（１
）県

等
の

機
関

　
（法

定
雇

用
率

２
．

５
％

）

①
概

況
①

②
④

⑤
⑥

Ｅ
．

　
計

Ｇ
．

う
ち

裏
面

－
２

該
当

者
Ａ

×
２

＋
Ｂ

＋
Ｃ

＋
Ｄ

×
0.

5＋
Ｅ

＋
（Ｆ

-Ｇ
）×

0.
5＋

Ｇ

Ｆ
．

う
ち

新
規

雇
用

分

機
関

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

％
機

関
％

4
6
,2

2
5
.5

3
7

8
6
1

1
5

1
7

5
4

1
7
2
.0

1
8
.0

2
.7

6
4

1
0
0
.0

(4
)

(6
,2

0
0
.0

)
(3

9
)

(8
)

(5
3
)

(1
7
)

(1
1
)

(6
)

(4
)

(1
6
3
.5

)
(4

6
.5

)
(2

.6
4
)

(4
)

(1
0
0
.0

)

注
１ 2 3 4 5 6 7

②
障

害
種

別
在

職
状

況

f．
う

ち
新

規
雇

用
分

f．
う

ち
新

規
雇

用
分

e.
う

ち
裏

面
－

２
該

当
者

g．
う

ち
新

規
雇

用
分

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

1
7
2
.0

3
7

8
5
6

1
2

1
4
4
.0

1
0
.0

0
0

5
3

6
.5

1
.0

1
7

5
4

2
1
.5

7
.0

(1
6
3
.5

)
(3

9
)

(8
)

(4
9
)

(1
4
)

(1
4
2
.0

)
(3

2
.5

)
(0

)
(0

)
(4

)
(3

)
(5

.5
)

(4
.0

)
(1

1
)

(6
)

(4
.0

)
(1

6
.0

)
(1

0
.0

)

注
１

. 

２
. 

３
. 

４
. 

５
. 

６
. 

７
. 

８
. 

区
分

機
関

数
法

定
雇

用
障

害
者

数
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

職
員

数

Ａ
.重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者

長
崎

県
病

院
企

業
団

は
、

県
の

機
関

で
は

な
く

、
地

方
自

治
法

第
1条

の
３

第
B

項
に

よ
る

と
こ

ろ
の

特
別

地
方

公
共

団
体

(地
方

公
共

団
体

の
組

合
）で

あ
る

。

c．
重

度
以

外
の

知
的

障
害

者

②
身

体
障

害
者

の
数

③
知

的
障

害
者

の
数

b．
　

重
度

身
体

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

c．
重

度
以

外
の

身
体

障
害

者

a.
重

度
知

的
障

害
者

b．
　

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

Ｂ
.重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

Ｃ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

、
知

的
障

害
者

Ｄ
.重

度
以

外
身

体
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員

区
分

③
障

害
者

の
数

県
等

の
機

関

Ｅ
．

精
神

障
害

者
Ｆ

．
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

実
雇

用
率

Ｅ
÷

②
×

10
0

法
定

雇
用

率
達

成
機

関
の

数

②
③

④
ｆ欄

の
「う

ち
新

規
雇

用
分

」は
当

該
年

の
前

年
の

6月
2日

か
ら

当
該

年
の

6月
1日

ま
で

の
1年

間
に

新
規

に
雇

い
入

れ
ら

れ
た

障
害

者
数

で
あ

る
。

a.
重

度
身

体
障

害
者

②
③

④
ｄ
欄

の
重

度
以

外
の

身
体

障
害

者
及

び
知

的
障

害
者

並
び

に
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者
に

つ
い

て
は

法
律

上
、

1人
を

0.
5人

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

お
り

、
ｅ
欄

を
算

出
す

る
に

当
た

り
0.

5カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。

②
③

の
ａ
ｃ
欄

及
び

④
の

ｃ
欄

は
1週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
30

時
間

以
上

の
労

働
者

で
あ

り
、

②
③

の
ｂ
欄

及
び

②
③

④
の

ｄ
欄

は
1週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
2
0
時

間
以

上
30

時
間

未
満

の
労

働
者

で
あ

る
。

④
ｇ
欄

の
短

時
間

職
員

で
あ

る
精

神
障

害
者

。
（平

成
29

年
６

月
２

日
以

降
に

採
用

さ
れ

た
者

ま
た

は
平

成
29

年
６

月
２

日
よ

り
前

に
採

用
さ

れ
た

者
で

、
同

日
以

後
に

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
を

取
得

し
た

者
）

Ａ
、

Ｃ
欄

は
１

週
間

の
所

定
労

働
時

間
が

30
時

間
以

上
の

労
働

者
で

あ
り

、
B

、
D

欄
は

1週
間

の
所

定
労

働
時

間
が

20
時

間
以

上
30

時
間

未
満

の
労

働
者

で
あ

る
。

F
欄

の
「う

ち
新

規
雇

用
分

」は
、

当
該

年
の

前
年

の
6月

2日
か

ら
当

該
年

の
6月

1日
ま

で
の

1年
間

に
新

規
に

雇
い

入
れ

ら
れ

た
障

害
者

数
で

あ
る

。

（　
）内

は
令

和
1年

6月
1日

現
在

の
数

値
で

あ
る

。
な

お
、

精
神

障
害

者
は

平
成

18
年

4月
1日

か
ら

実
雇

用
率

に
算

定
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

。

① 障
害

者
の

数

県
等

の
機

関

④
ｇ
欄

「う
ち

注
1該

当
者

」に
つ

い
て

は
法

律
上

、
1人

を
1.

0人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

H
欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
1.

0カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。

e．
　

計
a×

２
＋

b
＋

c
＋

d
×

0
.5

法
定

雇
用

率
達

成
機

関
の

割
合

④
精

神
障

害
者

の
数

②
欄

の
「法

定
雇

用
障

害
者

数
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

労
働

者
数

」と
は

、
常

用
労

働
者

総
数

か
ら

除
外

率
相

当
数

（身
体

障
害

者
及

び
知

的
障

害
者

が
就

業
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
職

種
が

相
当

の
割

合
を

占
め

る
業

種
に

つ
い

て
定

め
ら

れ
た

率
を

乗
じ

て
得

た
数

）を
除

い
た

労
働

者
数

で
あ

る
。

③
Ａ

欄
の

「重
度

身
体

障
害

者
及

び
重

度
知

的
障

害
者

」に
つ

い
て

は
法

律
上

、
１

人
を

２
人

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

お
り

、
H

欄
の

計
を

算
出

す
る

に
当

た
り

ダ
ブ

ル
カ

ウ
ン

ト
を

行
い

、
Ｄ

欄
の

「重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
並

び
に

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

」に
つ

い
て

は
法

律
上

、
１

人
を

0.
5人

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

お
り

、
H

欄
の

計
を

算
出

す
る

に
当

た
り

0.
5カ

ウ
ン

ト
と

し
て

い
る

。
F
欄

「精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

」の
う

ち
G

欄
「う

ち
注

1該
当

者
」に

つ
い

て
は

法
律

上
、

1人
を

1.
0人

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

お
り

、
H

欄
の

計
を

算
出

す
る

に
当

た
り

1.
0カ

ウ
ン

ト
と

し
て

い
る

。

d
．

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

f．
　

計
c＋

(d
 -

 e
)

*
0
.5

 +
 e

（　
）内

は
令

和
1年

6月
1日

現
在

の
数

値
で

あ
る

。
精

神
障

害
者

は
平

成
18

年
4月

1日
か

ら
実

雇
用

率
に

算
定

さ
れ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

③
G

欄
は

短
時

間
職

員
で

あ
る

精
神

障
害

者
。

（平
成

29
年

６
月

２
日

以
降

に
採

用
さ

れ
た

者
ま

た
は

平
成

29
年

６
月

２
日

よ
り

前
に

採
用

さ
れ

た
者

で
、

同
日

以
後

に
精

神
障

害
者

保
健

福
祉

手
帳

を
取

得
し

た
者

）

c.
精

神
障

害
者

e．
　

計
a×

２
＋

b＋
c

＋
d×

0.
5

①
欄

の
「障

害
者

の
数

」と
は

②
③

④
e欄

の
計

で
あ

る
。

ｄ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

ｄ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

②
③

a欄
の

重
度

障
害

者
に

つ
い

て
は

法
律

上
、

1人
を

2人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

e欄
の

計
を

算
出

す
る

に
当

た
り

ダ
ブ

ル
カ

ウ
ン

ト
を

行
っ

て
い

る
。
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（２
）市

町
の

機
関

　
（法

定
雇

用
率

２
．

５
％

）

①
概

況
①

②
④

⑤
⑥

Ｈ
．

　
計

Ｇ
.う

ち
裏

面
－

２
該

当
者

Ａ
×

２
＋

Ｂ
＋

Ｃ
＋

Ｄ
×

0.
5＋

Ｅ
＋

（Ｆ
-Ｇ

）×
0.

5＋
Ｇ

Ｉ．
う

ち
新

規
雇

用
分

機
関

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

％
機

関
％

2
8

1
5
,1

7
1
.5

8
3

4
1
4
5

9
3
1

3
2

3
5
3
.0

3
2
.0

2
.3

3
2
2

7
8
.6

(2
7
)

(1
4
,1

3
0
.5

)
(7

9
)

(8
)

(1
3
6
)

(1
3
)

(2
6
)

(2
)

(1
)

(3
3
6
.0

)
(4

8
.5

)
(2

.3
8
)

(1
9
)

(7
0
.4

)

注
 

2（
１

）①
の

表
と

同
じ

②
障

害
種

別
在

職
状

況

f．
う

ち
新

規
雇

用
分

f．
う

ち
新

規
雇

用
分

e.
う

ち
裏

面
－

２
該

当
者

g．
う

ち
新

規
雇

用
分

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

3
5
3
.0

8
3

4
1
4
3

7
3
1
6
.5

2
6
.0

0
0

2
2

3
.0

0
.0

3
1

3
2

3
3
.5

6
.0

(3
3
6
.0

)
(7

9
)

(8
)

(1
3
4
)

(1
0
)

(3
0
5
.0

)
(3

3
.0

)
(0

)
(0

)
(2

)
(3

)
(3

.5
)

(1
.5

)
(2

6
)

(2
)

(1
.0

)
(2

7
.5

)
(1

4
.0

)

注
 

2（
１

）②
の

表
と

同
じ

Ｅ
．

精
神

障
害

者
Ｆ

．
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

機
関

数
法

定
雇

用
障

害
者

数
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公的機関の各機関の状況

（１）県の機関の状況　（法定雇用率２．５％）

機関名
① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　 　計 6,225.5 172.0 2.76 0.0

長崎県 4,213.0 115.5 2.74 0.0

長崎県交通局 218.0 6.0 2.75 0.0

長崎県警察本部 495.5 14.5 2.93 0.0

長崎県病院企業団 1,299.0 36.0 2.77 0.0

注　１

2

3

（2）市町の機関の状況（法定雇用率２．５％）

機関名
① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　 　計 15,171.5 353.0 2.33 41.5

長崎市 2,773.5 71.0 2.56 0.0

佐世保市 2,866.0 39.0 1.36 32.0 特例認定あり（注４）

島原市 481.0 14.0 2.91 0.0 特例認定あり（注４）

諌早市 896.0 26.0 2.90 0.0

大村市 1,166.5 30.0 2.57 0.0 特例認定あり（注４）

平戸市 721.5 16.0 2.22 2.0 特例認定あり（注４）、（注6）

松浦市 470.5 13.0 2.76 0.0 特例認定あり（注４）

対馬市 499.0 10.0 2.00 2.0 (注７）

壱岐市 556.5 17.0 3.05 0.0 特例認定あり（注４）

五島市 707.0 20.0 2.83 0.0 特例認定あり（注４）

西海市 529.0 12.5 2.36 0.5 特例認定あり（注４）

雲仙市 617.5 17.0 2.75 0.0 特例認定あり（注４）

南島原市 628.0 16.0 2.55 0.0 特例認定あり（注４）

長与町 242.5 6.5 2.68 0.0

時津町 182.5 4.0 2.19 0.0

東彼杵町 131.5 4.0 3.04 0.0

川棚町 104.0 2.0 1.92 0.0

波佐見町 132.5 3.0 2.26 0.0

小値賀町 123.5 0.0 0.00 3.0

佐々町 168.0 2.0 1.19 2.0

新上五島町 265.5 6.0 2.26 0.0

諌早市教育委員会 150.0 4.0 2.67 0.0

対馬市教育委員会 106.0 2.0 1.89 0.0

佐々町教育委員会 54.0 1.0 1.85 0.0

新上五島町教育委員会 53.0 1.0 1.89 0.0

長崎市上下水道局 296.0 8.0 2.70 0.0

大村市競艇企業局 177.5 7.0 3.94 0.0

島原地域広域市町村圏組合 73.0 1.0 1.37 0.0

①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に
占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度
知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントしている。
　また、短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者については１人を１カウントとしている。
　さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である、短時間勤務職員については法律上、１人を0.5人に相当するも
のとして0.5カウントとしている。ただし、短時間職員である精神障害者であって、平成28年６月２日以降に採用された者又は平成28年６月２日よ
り前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者は、１人を１カウントとしている。

④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、こ
れが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
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注　1

2

3

4

5

6

7

特例認定一覧

認定地方機関(Ａ)

佐世保市 佐世保市教育委員会・佐世保市水道局

島原市 島原市教育委員会

大村市 大村市教育委員会・大村市水道局

平戸市 平戸市教育委員会

松浦市 松浦市教育委員会

壱岐市 壱岐市教育委員会

五島市 五島市教育委員会

西海市 西海市教育委員会

雲仙市 雲仙市教育委員会

南島原市 南島原市教育委員会

（3）法定雇用率２．４％が適用される教育委員会の状況（法定雇用率２．４％）

機関名
① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合計 9,957.0 207.0 2.08 31.0

長崎県教育委員会 9,354.0 194.0 2.07 30.0

長崎市教育委員会 603.0 13.0 2.16 1.0 （注2）

注　1 （１）　の表と同じ

2

（4）地方独立行政法人の状況（法定雇用率２．５％）

機関名
① 法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　 　計 4,785.5 119.5 2.50 4.5

国立大学法人長崎大学 2,877.5 69.0 2.40 2.0

地方独立行政法人長崎市立病院機構 758.5 20.0 2.64 0.0

長崎県公立大学法人 201.0 9.0 4.48 0.0

地方独立行政法人北松中央病院 168.5 5.0 2.97 0.0

地方独立行政法人佐世保市総合医療センター 780.0 16.5 2.12 2.5

注　1

  対馬市は、算定の基礎となる職員数506.0人、障害者の数12人、実雇用率2.37％となり、令和2年12月31日までに達成済み。

（１） の表と同じ

みなされることとなる機関(Ｂ)

　注4の機関は、特例認定を受けている。
　特例認定とは、地方公共団体の機関(Ａ)及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関(Ｂ)の申請に基づき、厚生労働大臣の認定を受
けた場合に、当該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。

  市町の機関において、職員数が40.0人未満であり、障害者の雇用義務の発生していない機関については、掲載していない。

  長崎市教育委員会は、算定の基礎となる職員数592.5人、障害者の数14人、実雇用率2.36％となり、令和2年12月31日までに達成済み。

①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に
占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度
知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントしている。
　また、短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者については１人を１カウントとしている。
　さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である、短時間勤務職員については法律上、１人を0.5人に相当するも
のとして0.5カウントとしている。ただし、短時間職員である精神障害者であって、平成29年６月２日以降に採用された者又は平成29年６月２日よ
り前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者は、１人を１カウントとしている。

  平戸市は、算定の基礎となる職員数720.0人、障害者の数18人、実雇用率2.50％となり、令和2年12月31日までに達成済み（1月1日付けで
採用が確定していることが明確な者を含む）。

④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、こ
れが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
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